
（様式第１号）

１　変更内容（総括表）
　(1) 重要変更に係るもの（法第13条関係）

（編入） ㎡ ㎡

小計①
（除外） ㎡ ㎡

住宅 1 畑 1,301のうち 農地 1,301のうち
462.89 462.89

店舗兼住宅 1 畑 449 449

小計② 2 911.89 911.89
㎡ ㎡

㎡ ㎡
△ 2 △ 911.89 △ 911.89

農業振興地域整備計画変更理由書

（用途区分の変更：
1haを超える場合）

変更後の用途 件数 備考

合計　①－②

現況地目別面積
農用地利用計画上
の用途区分別面積



　(2) 軽微な変更に係るもの（法政令第10条関係）

（注：備考欄に政令第10条第１項各号の区分を記載する。）

２　変更理由
　(1) 整備計画の変更を必要とするに至った経過　

  (2) 土地利用計画の変更により農業面にどのような影響があるか

  (3) 変更後の土地利用計画に対する基本方針

【住宅】
　令和元年東日本台風による国の遊水地整備計画に伴い、現在の住居が計画内となったことに
より、転居が必須となり村内で土地を探した結果、条件が合致する土地が今回の申出地以外に
なかったため、申請するに至った。

【店舗兼住宅】
　事業計画者は現在県外に居住しており、退職を機に妻の出身地である本村に移住しカフェを
開業するため土地を選定した結果、他に条件が合致する土地が今回の申出地以外になかったた
め、申請するに至った。

　当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農
業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼすおそれはなく、農業面において悪影響を及ぼすおそ
れはない。

合計

　本村の基幹産業である農業の振興を図るため、優良農地を保全しつつ他産業と調和のある土
地利用を進める。

備考変更後の用途 件数 現況地目別面積
農用地利用計画上
の用途区分別面積



（様式第２号）

第１　農用地区域の変更
　１　農用地区域に編入しようとするもの

　２　用途区分の変更をしようとするもの

附図番号

計画変更箇所

所在

計画変更箇所
変更後
の用途

附図番号

農用地利用
計画上の用
途区分

農業関係事業
の実施及び計
画との関連所在

合計

合計

変更
理由

現況
地目
面積

㎡

備考
農用地利用
計画上の用
途区分

変更後
の用途

㎡

農業振興地域整備計画変更調書

農業関係事業
の実施及び計
画との関連

変更
理由

現況
地目
面積

備考



　３　農用地区域から除外しようとするもの

合計
㎡

計画変更箇所
変更後
の用途

現況
地目
面積

農用地利用
計画上の用
途区分

農業関係事業
の実施及び計
画との関連

変更
理由

備考

911.89 911.89

農地

1,301のうち

449

附図番号 所在

農地 住宅建築
㎡ ㎡

1,301のうち

1 大字小高 住宅 畑
するため

1番1の一部 462.89 462.89
字石原

字羽根石 449 住宅建築
99番1 するため
100番1

店舗兼2 大字蒜生 店舗兼住宅 畑

㎡



第２　その他の計画の変更
　１　農業生産基盤の整備開発計画の変更 （単位：ha）

（注）第１の変更が第２の１の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

　２　農用地等の保全に関する事項（の変更）

（注）第１の変更が第２の２の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

図面
番号

事業
の
種類

地区名
区域番号

変更前

事業
の
概況

受益
面積

図面
番号

事業
の
種類

事業
の
概況

変更後

変更理由

農業経営の規模の拡大及
び農用地等の効率的かつ
総合的な利用の促進を図
るための方策

変更前

　３　農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画の変更

変更後 変更理由

農用地等の保全のための
方策
（耕作放棄の発生の抑
制、既存の耕作放棄地の
復旧の方策等）

項目

項目

農業経営の規模の拡大及
び農用地等の農業上の効
率的かつ総合的な利用に
関する誘導方向

変更理由変更前 変更後



　４　農業近代化施設の整備計画の変更

（注）第１の変更が第２の４の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

　５　農業を担うべき者の育成及び確保のための施設整備計画（の変更）

（注）第１の変更が第２の５の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

　６　就業機会の確保・拡大計画の変更

（注）第１の変更が第２の６の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

その他関連計画

変更理由

農業従事者の安定的な就
業の促進計画

変更前

地区
区域
名番
号

図
面
番
号

施
設
の
種
類

位置
及び
規模

変更前

受益
戸数

利
用
目
的

項目

変
更
理
由

利
用
組
織

図
面
番
号

施
設
の
種
類

変更前

受益範囲

受益
面積
ha

位置
及び
規模

図
面
番
号

施
設
の
種
類

利
用
組
織

変更後

受益
面積
ha

地区
区域
名番
号

位置
及び
規模 受益戸数

利
用
組
織

変更後

図
面
番
号

受益
面積
ha

変
更
理
由

施
設
の
種
類

位置
及び
規模

受益
面積
ha

利
用
組
織

受益範囲
利
用
目
的



　７　農村生活環境の整備計画の変更

（注）第１の変更が第２の７の変更を伴うときは、必ず併せて記載すること。

　８　地域資源の利用及び管理・保全に関する計画の変更

　９　その他計画の変更

第３　附図の変更

　 編　　入…赤でかこみ、現利用計画の用途区分に従って色分けする。
除　　外…赤でかこみ、赤で斜線を入れる。
用途区分…黒でかこみ、変更後の用途区分に従った色分けする。

計画変更で廃止したもの…現計画図を黒の×印で削除する。
計画変更で新たに追加されたもの…新たに現計画図に加える。

　　　（注）１・２との変更箇所の位置及び規模が変更内容に従ったものとなるよう的確に表示
　　　　　すること。

地域資源の有効利用及び
適正な管理・保全を図る
ための方策

施設等
の種類 受益戸数

受益人口

変更前

項目

地域資源の利用及び適正
な管理・保全の方向

受益戸数
受益人口

位置
及び
規模

施設
等の
種類

地区
区域
名番
号

図
面
番
号

図
面
番
号

位置
及び
規模

受益範囲

関係
集落
番号

変更前 変更後 変更理由

変更後

関係
集落
番号

　　　２．附図２号～４号－農用地利用計画以外の計画変更

　　　現計画の附図を用いて、次の点に留意しながらそれぞれの計画変更の内容を明らかにした
　　図面を作成し添付すること。
　　　１．附図１号－農用地利用計画変更

　　　　なお、附図１号は、農用地利用計画変更にかかる第１農用地区域の変更説明表を図面の
　　　余白にのり付けすること。

変
更
理
由

受益範囲



（様式第２号）別表１－１

1

法第13条
第2項2号

　申請地は地域計画における集積計画などに影響を及ぼす恐れはない。

農地転用許可条項 第２－１－（１）－Ⅰ－（イ）

他法令との調整 特になし

農地転用許可権者　 玉川村農業委員会　会長

意　　見 農地転用可能な農地と判断できる

農地区分 第３種

軽微な変更
＊政令代１０条第１項に規定する軽微な変更に該当する場合は、該当する号に〇

〔　第２号　　第３号　　第４号　〕
その他の事項による
除外
農地転用許可権者との事前調整（農地転用許可権限が市町村に移譲されている場合は記入する。）※農地法の運用につ
いて(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）による区分に
より記載する。

法第10条第3項各号
非該当の土地

用途区分の変更
変更後の用途区分 農地・採草放牧地・混牧林地・農業用施設用地・（　　　　）

当該地の選定理由

法第13条
第2項5号

　申請地付近には水路等の農業施設の新設等は行われておらず、今後も計画がない
ため、農用地区域内の法第３条第３項の施設の有する機能に支障を及ぼす恐れはな
い。

法第13条
第2項6号

 申請地は土地改良事業が実施された土地であるが、８年を経過している。

法第10条第4項
規定の土地

変更の目的及び必要性
 事業計画者は、現在玉川村大字竜崎字糀屋地区に家族６人で居住しているが、令和元年東日本台風による
国の遊水地整備計画に伴い、家族が住んでいる住居も遊水地の計画内となり、他の地区への転居が必須と
なったため。

除
　
　
　
　
　
外

変
　
更
　
要
　
件
　
の
　
検
　
討

法第13条
第2項1号

　生活圏内である玉川村内で非農地も視野に土地を探していたが、希望する条件に
合致する土地が見つからず、候補地の選定苦慮していたが、義父より長年耕作して
いない畑（申請地）を譲り受けることで合意が得られたため、諸般の事情を踏ま
え、やむを得ず今回の申請に至った。

法第13条
第2項3号

　申請地は道路に隣接する農地ではあるが、農地の集団性や農作業の効率化に影響
を及ぼす恐れはない。

法第13条
第2項4号

　申請地は、現在担い手への集積はされておらず計画も無い。また面的な広がりも
ないため、担い手の農地利用集積に支障を及ぼさない。

玉川村大字小高字石原1番1
畑 1,301㎡のうち 第１号・第２号・第３号

第４号・第５号
農地・採草放牧地
混牧林地・農業用施設用地462.89㎡

変更箇所の個別検討表〔除外及び用途区分変更用〕（一件毎に作成）
対図
番号

計画変更箇所
所在 地目 面積 法第10条第3項の該当号 用途区分

非農用地
政令第8条



（様式第２号）別表１－１

1

他法令との調整 特になし

農地区分 第３種

農地転用許可条項 第２－１－（１）－Ⅰ－（イ）

農地転用許可権者　 玉川村農業委員会　会長

意　　見 農地転用可能な農地と判断できる

軽微な変更
＊政令代１０条第１項に規定する軽微な変更に該当する場合は、該当する号に〇

〔　第２号　　第３号　　第４号　〕
その他の事項による
除外
農地転用許可権者との事前調整（農地転用許可権限が市町村に移譲されている場合は記入する。）※農地法の運用につ
いて(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知）による区分に
より記載する。

法第10条第4項
規定の土地

法第10条第3項各号
非該当の土地

用途区分の変更
変更後の用途区分 農地・採草放牧地・混牧林地・農業用施設用地・（　　　　）

当該地の選定理由

法第13条
第2項4号

　申請地は、現在担い手への集積はされておらず計画も無い。また面的な広がりも
ないため、担い手の農地利用集積に支障を及ぼさない。

法第13条
第2項5号

　申請地付近には水路等の農業施設の新設等は行われておらず、今後も計画がない
ため、農用地区域内の法第３条第３項の施設の有する機能に支障を及ぼす恐れはな
い。

法第13条
第2項6号

 申請地は土地改良事業が実施された土地であるが、８年を経過している。

変更の目的及び必要性
 事業計画者は、現在長野県に居住しており、退職後は地方へ移住し夫婦でカフェを開業することを計画し
ていた。本年、早期退職し、妻の出身地である玉川村に移住し店舗兼住宅を建築のうえカフェを開業するこ
とを決意し、今回の申出に至った。

除
　
　
　
　
　
外

変
　
更
　
要
　
件
　
の
　
検
　
討

法第13条
第2項1号

　今後の義父母の介護等を考慮し、妻の故郷である玉川村にて、店舗経営に適した
土地を選定すべく、非農地含め検討したが条件に合致する土地が見つからず苦慮し
ていたところ、義父が所有している申請地を使用貸借する整合がとれた。
　申請地は、①幹線道路や玉川ICに近く集客が見込めること、②平坦で宅地に適し
ていること、③農地ではあるが３種農地であることから、やむを得ず選定に至っ
た。

法第13条
第2項2号

　申請地は地域計画における集積計画などに影響を及ぼす恐れはない。

法第13条
第2項3号

　申請地は道路に隣接する農地ではあるが、農地の集団性や農作業の効率化に影響
を及ぼす恐れはない。

玉川村大字蒜生字羽根石99番
1、100番1

畑 449㎡ 第１号・第２号・第３号
第４号・第５号

農地・採草放牧地
混牧林地・農業用施設用地

変更箇所の個別検討表〔除外及び用途区分変更用〕（一件毎に作成）
対図
番号

計画変更箇所
所在 地目 面積 法第10条第3項の該当号 用途区分

非農用地
政令第8条



（記載上の注意）

１　「計画変更箇所」の「法第10条第３項の該当号」及び「用途区分」は、除外又は用途区分の変更をする
土地について、法第10条第３項の該当号及び規則第４条の２第１項第１号の用途区分に○を記載すること。
２　変更要件の検討（法第13条第２項関係）
次のことを確認の上、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域から除外することを適当と
した理由を記載すること。
なお、法第13条第２項の「農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域
から除外するために行う農用地区域の変更」は、同項各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り農用地区
域からの除外ができること。
(1) 第１号関係
ア　農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であるか。
・　具体的な転用計画があること。
・　不要不急の用途に供するために農用地区域から除外するものではないこと。
・　通常必要とされる面積等からみて農用地区域からの除外が過大なものではないこと。
イ　農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であるかどうか。
・　農用地区域外の土地に家屋の新築が可能な土地があるにもかかわらず、家屋の新築のために農用地区域
からの除外を行う場合ではないこと。
・　農用地区域外の土地を併せて利用可能であるにもかかわらず、宅地全体を農用地区域内の土地で対応す
る場合ではないこと。
・　土地所有者の了承を得ていることや土地価格が安価であることを理由として、農用地区域外の土地を
もって代えることが困難とすることでないこと。
(2) 第２号関係
ア　農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・　地域計画の区域内の土地が農用地等以外の用途に供されることにより、当該地域計画に定められた農作
物の生産振興や産地形成に支障が生じる場合でないこと。
・　地域計画の区域内の土地において農業を担う者が特定されている場合又は農業を担う者の確保が見込ま
れている場合において、その者に係る地域計画の区域内の土地を農用地等以外の用途に供する場合でないこ
と。
・　地域計画の区域内の土地が農用地等以外の用途に供されることにより、当該地域計画に定められた効率
的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及び農用地の集団化に関する目標の達成に支
障が生じる場合でないこと。
(3) 第３号関係
ア　(2)のほか、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ
総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・　集団的農用地の中央部に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による営農や効果的な病害虫
防除等に支障が生じる場合でないこと。
・　小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農地流動化施策への支
障が生じる場合でないこと。
イ　土地改良事業等の施行に係る区域内の土地等農用地の集団化、農作業の効率化等に適していると考えら
れる土地を農用地区域から除外する場合
・　地域の農業を担うべき者への農用地の利用集積等構造政策の推進に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4) 第４号関係
ア　農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼ
すおそれがないと認められること。
・　経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画を達成することができなくなるなど効率
的かつ安定的な農業経営を営む者が目指す安定的な農業経営に支障が生ずる場合でないこと。
・　効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれる場合でないこと。
・　上記２つの要件が、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第１項に基づき作成された農用地利用
集積等促進計画又は農業委員会が行う農用地のあっせん等に関する資料等の客観的な資料に基づいているこ
と。
(5) 第５号関係
ア　農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・　ため池、排水路、土留工、防風林等の農用地区域内の土地の保全上必要な施設について、その毀損によ
り、土砂の流出又は崩壊、洪水、湛水、飛砂、地盤沈下等の災害の発生が予想されないこと。
・　農業用用排水施設等の農用地区域内の土地の利用上必要な施設について、土砂等の流入による用排水停
滞、汚濁水の流入等が予想されないこと。

(6) 第６号関係
ア　土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過した土地であること。
・　土地改良事業等により、区画整理や農業用用排水施設の新設又は変更等が行われた農地が工事完了公告
における工事完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していること。
３　法第10条第４項規定の土地
法第10条第３項で農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であっても、同条第４項に規定される土地
は、農用地区域には含まれないこととするものであり、除外する土地が農用地区域に含まれない土地（法第
10条第４項、令第８条各号、規則第４条の５第１項各号に掲げる事項）となった理由を記載するとともに、
根拠法令の条項を記載すること。



４　法第10条第３項各号非該当の土地
除外する土地が農用地区域の設定基準（法第10条第３項各号に掲げる事項）に該当しない土地と
なった理由を記載すること。
なお、法第10条第３項各号に掲げる農用地等及び農用地等とすることが適当な土地の要件を満た
さないこととなった場合としては、
(1) 集団的に存在する農用地の規模が10ヘクタールを下回った場合（第１号関係）
(2) 土地改良事業等を実施中であったが計画変更により当該事業の施行に係る区域でなくなった
場合（第２号関係）
(3) 集団的に存在する農用地や土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地の保全又は利用上
必要な施設の用に供されてきた土地が当該施設の廃止、縮小等によりその用に供されないことと
なった場合（第３号関係）、農業用施設用地の規模が２ヘクタールを下回った場合（第４号関
係）
などが想定される。
ただし、このような場合に直ちに当該土地が農用地区域から除外されることとなると、当該農用
地区域内の土地において営農活動を行っていた農業者が農業振興施策を受けられなくなる等の不
利益を被るおそれがあることから、直ちに農用地区域から除外する必要があるかどうかは、市町
村において慎重に判断すること。
前記の場合であっても、市町村の判断により「当該農業振興地域における地域の特性に即した農
業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地」（第５号
関係）として引き続き農用地区域とできること。
５　軽微な変更
令第10条第２号から第４号に規定する軽微な変更に該当する場合は、該当する号に○をつけるこ
と。
(1) 第２号　農用地区域内にある土地の所有者又はその土地について所有権以外の権限に基づき
使用及び収益をする者がその土地をその者の耕作又は養畜の業務のための農業用施設の用に供す
る場合において、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
(2) 第３号　農用地区域内にある土地のうち、土地収用法（昭和26年法律第219号）第26条第1項
の規定による告示（他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるも
のを含む。）があり、かつ、その告示に係る事業の用に供されることとなったものがある場合に
おいて、その土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更
(3) 第４号　農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更で当該変更にかかる土地の面積
が１ヘクタールを超えないもの
６　その他の事項による除外
法第15条の２第１項の規定による同項に規定する開発行為の許可が不要であり、農地転用許可も
不要なもの等、上記２から５に該当しないで除外する場合にその理由を記載すること。
７　「非農地」と判断された土地について
既に山林原野化し、「「農地法の運用について」の制定について」（平成21年12月11日付け21経
営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振興局長通知。以下「農地法の運用通
知」という。）第４の(3)に基づき、農地法第２条第１項に規定する「農地」に該当しないと判断
された土地については、次のとおり記載すること。
(1) 法第10条第３項各号に該当しない場合は、法第12条の２で規定する基礎調査を行わなくても
「経済事情の変動その他情勢の推移」により農用地区域から除外可能であるため、この場合は、
表の「法第10条第３項各号非該当の土地」の欄に、「農地法の運用通知」第４の(3)に基づき、農
地法第２条第１項に規定する「農地」に該当しない旨及び法第10条第３項各号に該当しないと判
断した理由を記載すること。
(2) 法第10条第３項各号に該当する場合において、当該土地を農用地等以外の用途に供する目的
で農用地区域から除外する場合は、法第13条第２項各号の要件を満たす必要があるため、表の
「変更要件の検討」の各欄に２と同様に理由を記載すること。
８　農地転用許可権者との事前調整について
農地転用許可権限が市町村に移譲されている場合においては、農地転用許可権者と事前に調整を
行い、農地区分、農地転用許可条項について、「農地法の運用通知」による区分により記載する
こと。



１

農地
449㎡

合計
㎡ ㎡

1,750 911.89

備考
附図番号 所在

2
玉川村大字蒜生字羽根
石99番1、100番1

店舗兼住
宅

449㎡
店舗兼宅地とし
て利用

計画変更箇所
変更後
の用途

現況
地目
面積

農用地利用計画
上の用途区分

農業関係事業の
実施及び計画と

の関連

変更
理由

1
玉川村大字小高字石原1
番1

住宅
1,301㎡の
うち462.89

㎡

農地1,301㎡
宅地として利用うち462.89㎡
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